
長崎市災害緊急協力事業者登録制度実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、自然災害等により市民生活に著しい障害を与える事

態が発生し、又は発生するおそれがあるときに、本市の要請に基づき被災

現場等の応急的な復旧活動又は予防活動（以下「応急活動」という。）を

行う災害緊急協力事業者の登録制度の実施について必要な事項を定める

ものとする。

（登録要件）

第２条 災害緊急協力事業者の登録を受けることができる者は、次に掲げ

る要件を満たす者とする。

⑴ 長崎市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱（昭和

５５年８月１日施行。以下「選定要綱」という。）第１１条に規定する

有資格業者名簿の地域区分が市内又は認定市内に登録されており、土

木一式、建築一式、電気又は管のいずれかの工種に登録がある者であ

ること。

⑵ 本市からの応急活動の要請（以下「要請」という。）を受けた時から

概ね１時間以内に市長が必要と認める人員（２名以上）を招集するこ

とができること。

⑶ 応急活動に必要な資機材を常備し、又は要請を受けた時から概ね１

時間以内に手配することができること。

２ 災害緊急協力事業者の登録は、前項第１号に掲げる工種ごとに行うも

のとする。

（登録）

第３条 災害緊急協力事業者として登録を受けようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した申込書（別記様式）を市長に提出するものとする。



２ 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、前条の規定によ

る要件を満たしていると認めたときは、災害緊急協力事業者として登録

するものとする。

３ 登録期間は、前項の規定により登録した日から選定要綱第５条第３項

に規定する更新期限までとする。

（業務内容）

第４条 災害緊急協力事業者は、次に掲げる業務を行うものとする。

⑴ 要請に基づき被災現場等へ出動し、応急活動を行うこと。

⑵ 応急活動が必要な箇所を発見したときは、その旨を本市へ通報する

こと。

（登録事項の変更等）

第５条 災害緊急協力事業者が登録を受けた事項を変更し、又は登録を取

り消そうとするときは、市長に届け出なければならない。

（登録の取消し）

第６条 市長は、災害緊急協力事業者が次の各号のいずれかに該当した場

合は、登録を抹消することができる。

⑴ 第２条に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。

⑵ 正当な理由なく３回連続して次条の規定による要請を拒否した

とき。

（要請）

第７条 災害緊急協力事業者への要請は、指示書により行うものとする。

ただし、緊急を要する等の指示書による要請をする暇がない場合は、口頭

で要請を行い、事後速やかに指示書を作成し、相互に確認するものとする。

（経費の負担）

第８条 災害緊急協力事業者が前条の規定による災害応急対応に要した



費用及び出動に要した実費については、本市が負担するものとする。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



別記様式（第３条関係）

年  月  日

（あて先）長崎市長

郵便番号

住所又は所在地

商号又は名称

代表者役職氏名

災害緊急協力事業者登録申込書

災害発生時には、長崎市の要請に基づき被災現場の応急復旧活動に従事する災害緊急協力事業者とし

て、次のとおり登録を申し込みます。

緊急対応要請時の

連絡先

対応者氏名

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

携 帯 番 号

登

録

工

種

□土木一式
必

須

ダンプ ｔ    台 □常備  □手配

バックホウ ㎥    台 □常備  □手配

ブルーシート

土嚢袋

□建築一式
□ブルーシート

□その他（              ）

□常備  □手配

□常備  □手配

□電気

□電線類

□電線管類

□その他（               ）

□常備  □手配

□常備  □手配

□常備  □手配

□管

□給水管類

□排水管類

□その他（               ）

□常備  □手配

□常備  □手配

□常備  □手配

平日、休日又は夜間を

問わず、概ね１時間以

内に招集可能な人員数

  名

長崎市指定給水装置

工 事 事 業 者 の 有 無
□有 □無

長 崎 市 下 水 道 排 水

設備指定工事店の有無
□有   □無


